
退職所得に対する住民税 

住民税は、通常は翌年課税ですが、退職

所得に対する住民税は、特別徴収により完

結する現年課税です。課税権も、退職所得

が支払われた年の 1 月 1 日現在の住所地の

自治体にあります。 

課税標準も、他の所得と分離されている

ので、完全分離課税となります。所得税で

の退職所得も分離課税と言われますが、所

得税では、合計所得金額の構成要素であり、

損益通算や、純損失・雑損失の繰越控除や、

所得控除の適用が可能です。しかし、住民

税での退職所得については、合計所得金額

の構成要素ではなく、損益通算や、純損失・

雑損失の繰越控除や、所得控除の適用は出

来ません。分離課税の分離の程度が徹底し

ています。 

例外としての総合課税の退職所得 

 但し、次のような、特別徴収が義務では

ない退職所得は翌年課税で総合課税です。 

①常時２人以下の家事使用人のみに給与等

の支払いをする者が支給する退職手当等 

②租税条約等により所得税の源泉徴収義務

を有しない者が支給する退職手当等 

③退職手当等の支払いを受けるべき日の属

する年の 1 月 1 日現在、国内に住所を有し

なかった者が国内で受ける退職手当等 

合計所得金額の概念が異なる不都合 

 退職所得があることによって、所得税で、

公的年金等控除額が 10 万円又は 20 万円引

下げられたとか、配偶者控除・配偶者特別

控除が減額又は適用除外になったとか、寡

婦控除・ひとり親控除・基礎控除の適用除

外となったとか、雑損控除と医療費控除の

足切り額が大きくなってしまったとか、と

いうことになったとしても、住民税では、

分離課税の退職所得があることによるこの

ような影響は、完全に排除されます。 

とは言え、所得税の申告書の提出だけで、

住民税での退職所得の影響の排除は、自動

的に完全になされる保証はありません。特

に、適用除外の場合の復活は、所得税の申

告書だけからでは遡及追跡困難なので、住

民税の申告書の提出が必要です。 

国民健康保険料や介護保険料や後期高齢

者保険料の計算は、住民税に準拠してなさ

れるので、これらの負担にも影響します。 
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退職所得の所得税と住民税 

生活保護世帯の退職

金は非課税です。相続

人に支払われる死亡

退職金は相続税の課

税対象です。 


